
請

願

第

三

号 

  
 

 
安

保

関

連

法

案

の

今

国

会

で

の

成

立

断

念

を

求

め

る

意

見

書

提

出

に

関

す

る

請

願 

 

主 

旨 

 

政

府

が

国

会

に

提

出

し

た

「

平

和

安

全

法

制

」

は

、

現

憲

法

の

枠

内

で

あ

る

か

の

よ

う

な

装

い

で

説

明

さ

れ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

審

議

の

中

で

、

自

衛

隊

の

他

国

軍

へ

の

後

方

支

援

は

、

事

実

上

の

日

本

の

参

戦

で

あ

り

、

米

国

の

戦

争

に

深

く

巻

き

込

ま

れ

る

こ

と

と

な

り

、

政

府

の

説

明

と

食

い

違

う

こ

と

が

明

ら

か

に

な

り

ま

し

た

。

そ

の

た

め

、

衆

院

憲

法

審

査

会

で

は

、

参

考

人

の

憲

法

学

者

全

員

か

ら

こ

の

法

案

は

「

違

憲

」

と

指

摘

さ

れ

ま

し

た

。

ま

た

、

最

新

の

世

論

調

査

で

は

約

八

割

の

国

民

が

今

国

会

で

の

成

立

を

急

ぐ

べ

き

で

は

な

い

と

答

え

て

い

ま

す

。 

 

安

倍

首

相

自

身

が

「

戦

後

安

保

法

制

の

大

転

換

」

と

言

う

極

め

て

重

要

な

法

案

で

す

。

で

あ

る

か

ら

こ

そ

、

こ

う

し

た

指

摘

や

民

意

を

重

く

受

け

止

め

、

国

民

が

納

得

す

る

ま

で

徹

底

的

に

審

議

を

尽

く

す

べ

き

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

。 

 

よ

っ

て

、

地

方

自

治

法

第

九

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

国

会

及

び

政

府

に

対

し

て

、

今

国

会

で

の

法

案

成

立

の

断

念

を

求

め

る

意

見

書

を

提

出

さ

れ

る

よ

う

請

願

い

た

し

ま

す

。 

  



 

理 

由 政

府

が

五

月

十

五

日

に

国

会

に

提

出

し

た

「

平

和

安

全

法

制

」

は

、

歴

代

政

府

が

禁

止

し

て

き

た

「

集

団

的

自

衛

権

行

使

」

の

憲

法

解

釈

を

大

転

換

し

、

そ

の

具

体

化

を

現

憲

法

の

枠

内

で

あ

る

よ

う

に

見

せ

て

法

制

化

す

る

も

の

で

す

。

国

会

審

議

の

中

で

政

府

は

、
「

武

力

行

使

の

新

三

要

件

」

で

厳

格

な

歯

止

め

を

掛

け

て

い

る

と

説

明

し

ま

す

が

、

そ

の

内

容

は

抽

象

的

で

、

そ

の

判

断

が

政

府

に

任

さ

れ

る

事

に

も

疑

問

が

残

り

ま

す

。

政

府

の

説

明

を

総

合

す

る

と

、
「

我

が

国

と

密

接

な

関

係

に

あ

る

他

国

」

は

米

国

で

あ

り

、

自

衛

隊

の

派

遣

は

、

米

国

が

主

導

す

る

戦

争

の

「

後

方

支

援

」

に

な

り

ま

す

。 

安

倍

首

相

は

、
「

仮

に

戦

闘

が

起

こ

れ

ば

活

動

を

一

時

中

止

し

て

退

避

す

る

」

と

説

明

し

ま

す

が

、
「

米

軍

な

ど

他

国

軍

と

の

共

同

軍

事

行

動

中

に

、

危

険

が

迫

っ

て

い

る

と

の

理

由

で

持

ち

場

を

離

れ

る

こ

と

が

本

当

に

可

能

だ

と

言

い

切

れ

る

の

か

」
（
『

熊

日

』

五

月

二

十

七

日

社

説

）
。 

こ

の

こ

と

に

衆

院

憲

法

審

査

会

に

招

か

れ

た

憲

法

学

の

専

門

家

が

答

え

て

い

ま

す

。 

長

谷

部

恭

男

・

早

稲

田

大

教

授

は

、

多

国

軍

へ

の

後

方

支

援

も

「
（

憲

法

が

禁

じ

る

）

外

国

の

武

力

行

使

と

一

体

化

す

る

恐

れ

が

極

め

て

強

い

」
。

小

林

節

・

慶

応

大

名

誉

教

授

は

、
「

後

方

支

援

は

、

戦

場

に

後

ろ

か

ら

参

戦

す

る

だ

け

の

話

」
「

露

骨

な
『

戦

争

参

加

法

案

』
だ

」
（
『

熊

日

』
六

月

六

日

社

説

）
。
そ

の

上

で

、

衆

院

憲

法

委

員

会

に

招

か

れ

た

参

考

人

三

名

全

員

が

法

案

は
「

違

憲

」
と

表

明

し

ま

し

た

。
政

府

与

党

は

、

こ

の

指

摘

を

重

く

受

け

止

め

る

べ

き

で

す

。 

明

ら

か

に

な

っ

た

法

案

の

真

の

狙

い

は

、
「

こ

の

四

月

下

旬

に

米

国

と

合

意

し

た

日

米

防

衛

協

力

指

針

と

も

連

動

し

て

い

る

。

米

軍

と

自

衛

隊

の

『

一

体

化

』

が

進

む

可

能

性

」
（
『

熊

日

』

五

月

十

五

日

社

説

）

を



推

し

進

め

よ

う

と

し

て

い

る

の

だ

と

考

え

ま

す

。 

米

国

は

、

戦

後

一

貫

し

て

世

界

の

ど

こ

か

で

戦

争

を

し

て

い

る

国

で

す

。

こ

の

法

案

が

成

立

し

て

、

米

国

か

ら

の

派

遣

の

要

請

が

あ

っ

て

一

度

派

遣

す

れ

ば

、

今

回

の

「

海

外

派

兵

恒

久

法

」

と

も

呼

ば

れ

る

法

案

に

よ

り

、

切

れ

目

な

く

、

米

軍

の

戦

争

に

巻

き

込

ま

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

最

新

の

世

論

調

査
（
『

時

事

通

信

』
六

月

十

二

日

）
で

は

、
今

国

会

成

立

に
「

賛

成

」
は

僅

か

一

三

％

で

、

「

成

立

反

対

あ

る

い

は

否

定

的

な

声

が

八

割

超

に

上

が

っ

た

」

と

報

じ

て

い

ま

す

。 

こ

の

よ

う

な

状

況

の

下

で

も

、

政

府

は

国

会

の

会

期

を

延

長

し

て

で

も

、

今

国

会

で

成

立

さ

せ

る

方

針

の

よ

う

で

す

が

、

国

民

多

数

の

民

意

を

無

視

し

た

立

法

化

は

民

主

主

義

に

反

し

ま

す

。

今

国

会

に

対

し

、

法

案

成

立

の

断

念

を

求

め

る

熊

本

市

民

の

声

を

意

見

書

と

し

て

、

国

会

及

び

政

府

に

提

出

さ

れ

る

よ

う

求

め

ま

す

。 

右

、

請

願

い

た

し

ま

す

。 

       



平

成

二

十

七

年

六

月

十

八
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